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質 疑 ２．論点（総論）について 

 

〇安川文朗部会長（京都女子大学データサイエンス学部教授） 

 はい。それでは、引き続き、資料「薬－３」の論点のところについてのご意見、

ご質問等をお願いしたいと思います。では長島委員、お願いいたします。 

 

 

 

〇長島公之委員（日本医師会常任理事） 

 はい、ありがとうございます。 

 

令和６年度薬価改定においては、限りある医療財源の中から、特に、昨今のドラ

ッグロスやドラッグラグ、供給停止等の事情から、国民医療の維持・向上のために、

医薬品のイノベーションの推進と安定供給確保を高く評価いたしました。 

 

 しかし、現状、医療の現場では、治療に必要な医薬品が届かない状況が続いてお

り、非常に困っております。 

 

 これまで繰り返し発言してまいりましたが、関係業界や企業は、令和６年度薬価

改定で行った薬価上の評価がドラッグラグ・ロスや供給停止の解消にどのような効

果があったのか、どのような取組をしてきたのか、具体的に説明していただきたい

と考えています。 

 

 その説明、報告の上で、これらの課題の完全な解消には時間が必要なことも理解

しており、 
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今回、仮に薬価改定を行う場合には、各論に関する論点については、これまでの

イノベーションの推進と安定供給という方針を維持しつつ、メリハリをつけた改定

を行うとともに、 

 

医療の質が下がることのないよう十分に配慮し、現状に即した合理的な判断を 

行うべきと考えます。 

 

 製薬企業におかれては、国民・患者が安心して最善の医療が受けられるよう、 

不断の努力を行うことを期待します。 

 

 最後に、もし今回、改定を実施するなら、薬価財源は医療現場へ還元すべきであ

ると考えます。私からは以上です。 

 

〇安川文朗部会長（京都女子大学データサイエンス学部教授） 

 はい、ありがとうございます。では林委員、お願いいたします。 
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〇林正純委員（日本歯科医師会常務理事） 

 はい、ありがとうございます。資料３の 10ページにあります総論、いわゆる令和

７年度の薬価改定について、歯科の立場からも発言させていただきます。 

  

  

  

 これまでも何度か意見しておりますが、日常的に処方をしていた汎用薬剤が手に

入らないといった安定供給の問題はいまだ解決されていないと認識しております。 

 

 安全・安心な医療の提供を持続していく上で非常に重要な課題であると考えてお

ります。 

 

 安定供給が確保された上での薬価改定だとも考えておりますので、必要な解決策

をお願いしたいと考えております。 

 

 中間年薬価改定に関しましては、そのあたりのバランスをしっかりと考慮の上、

ご対応をよろしくお願いいたします。私からは以上でございます。 

 

〇安川文朗部会長（京都女子大学データサイエンス学部教授） 

 はい。ありがとうございます。では森委員、お願いします。 

 

〇森昌平委員（日本薬剤師会副会長） 

 はい、ありがとうございます。10ページ目の総論に関してコメントをさせていた

だきます。 

  

 診療報酬改定がない年の薬価改定、いわゆる中間年改定については従前から申し

上げているとおり、廃止または中止すべきとの、考えています。 
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 なお、具体的な意見や考え方などにつきましては、後ほどの各論での議論の際に

まとめて発言させていただければと思います。以上です。 

 

〇安川文朗部会長（京都女子大学データサイエンス学部教授） 

 はい。では、ほかに。今、総論のところの議論が出てきましたが、では佐保委員、

お願いいたします。 

 

〇佐保昌一委員（日本労働組合総連合会総合政策推進局長） 

 はい、ありがとうございます。中間年改定、特に令和７年度の薬価改定を考える

にあたっては、現下の状況として賃金の引上げを含めて総合的な配慮が必要ではな

いかというふうに考えております。私からは以上です。 

 

〇安川文朗部会長（京都女子大学データサイエンス学部教授） 

 はい、ありがとうございます。では松本委員、お願いいたします。 

 

〇松本真人委員（健康保険組合連合会理事） 

 はい。それでは、「薬－３」の 10ページの総論についてコメントいたします。 

  

  

  

 薬価改定の実施の可否については、これは政府の判断ではありますけども、薬価

差が生じている以上、国民負担の軽減に還元すべきというのが健保連の考え方でご

ざいます。 

 

 医療保険制度の持続可能性を前提としつつ、イノベーションの推進や安定供給の

確保に向けた対応を行うためには、薬価制度全体のバランスが重要だというふうに

考えております。 
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 以前から申し上げているとおり、診療報酬改定がある年、ない年にかかわらず、

政策的なルールを含め、毎年粛々と薬価改定を実施すべきというのがわれわれの基

本的なスタンスであり、これは変わっておりません。 

 

 薬価専門部会においては、令和７年度改定を実施する場合を想定し、議論を進め

ることが不可欠だと考えております。私からは以上でございます。 

 

〇安川文朗部会長（京都女子大学データサイエンス学部教授） 

 はい。ありがとうございます。では奥田委員、お手が挙がっています。奥田委員、

お願いいたします。 

 

〇奥田好秀委員（経団連社会保障委員会医療・介護改革部会長代理） 

 はい、ありがとうございます。従来より申し上げているとおり、経団連として、

国民皆保険の持続性はもちろんのこと、イノベーションの推進も重要であると考え

ております。 

 

 今回、令和７年度の薬価改定についての検討にあたっては、この国民皆保険の持

続性とイノベーションの推進の双方を両立させていくことが重要であるというふ

うに考えておりますので、改めて申し上げておきたいと思います。はい。私からは

以上です。 

 

〇安川文朗部会長（京都女子大学データサイエンス学部教授） 

 はい、ありがとうございます。ほかに、では鳥潟委員、お願いいたします。 

 

〇鳥潟美夏子委員（全国健康保険協会理事） 

 骨太にも記載があるとおり、イノベーションの推進、安定供給確保の必要性、物

価上昇などを取り巻く環境の変化を踏まえる必要性については理解しているつも

りでおります。 

 

 しかしながら、繰り返し申し上げておりますとおり、ドラッグラグ・ロス、安定

供給の問題は薬価のみで対応する問題ではなく、また、これまでにご提示いただい

た資料などを踏まえると、令和７年度薬価改定の際に何らか特別な配慮をする必要

性があるかについては、まだ十分、腑に落ちていないところであります。 
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 例えば、不採算品再算定の特例対応については供給状況改善の効果が出ているか、

以前提示された資料を見て疑問に思ったところです。 

 

 通常改定の流れであれば、次回以降、業界団体ヒアリングあると思いますが、 

今回の薬価改定にあたって特別に配慮すべき事情にあるかについては、具体的な 

エビデンスに基づき説明いただきたいというふうに考えております。以上です。 

 

〇安川文朗部会長（京都女子大学データサイエンス学部教授） 

 はい、ありがとうございます。 
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